
 

【新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置（７月１０

日付法務人権省入国管理総局回章に関する７月２２日付追加説明）】 

 

令和２年７月２４日（総２０第８２号） 

在デンパサール日本国総領事館    

 

●インドネシア法務人権省入国管理総局は、７月２２日付で、「新しい日常」における

滞在許可に関する７月１０日付回章の追加説明を発出しています。 

●この追加説明では、「やむを得ない場合の滞在許可（ITKT）」によりインドネシアに

滞在する外国人及び査証免除（BVK）等で入国した外国人に対する今後の取り扱いや

インドネシア国内にいるテレックス訪問査証又はテレックス一時滞在査証（以下、テ

レックス査証）保持者に対する滞在許可の付与等が言及されており、この追加説明の

ポイントは本文の通りです。 

●この追加説明の具体的な運用等については、不明な点も多いため、詳細はインドネ

シア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください。 

 

１．インドネシア法務人権省入国管理総局は、７月２２日付で、「新しい日常」におけ

る滞在許可に関する７月１０日付回章の追加説明を国内の各入国管理事務所向けに

発出しています（７月１０日付回章の概要については、７月１４日付け当館お知らせ

をご参照ください。）。 

 

２．この追加説明のポイントは以下のとおりです。 

（１）「やむを得ない場合の滞在許可（ITKT）」によりインドネシアに滞在する外国人 

 ア  訪問滞在許可（ITK）所持者 

 Ａ ７月１０日付回章では、訪問滞在許可（ITK）の有効期限が切れ、現在「やむを

得ない場合の滞在許可（ITKT)」によりインドネシア国内に滞在中の外国人は、新型コ

ロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段のない期間は、滞在許可

の延長を行うことができる（当館には、入管総局から日本人もこの条件に該当しうる

との説明がありましたが、不明な点が多く、詳細は入国管理事務所に確認ください。）。 

 Ｂ これに該当する外国人には、数次訪問査証（VKBP D212）による ITKや APECビ

ジネス・トラベルカード（ABTC）を所持する外国人が含まれる。滞在許可をすでに延

長した ITK 及び VKBP D212 を保持する外国人は、現行法による諸条件を満たした後、

一時滞在許可（ITAS）へのステイタス変更申請を行うことができる。 

 イ 有効期限切れの一時滞在許可（ITAS)または定住許可（ITAP）を保持する外国人 

 Ａ ７月１０日付回章では、インドネシア国内滞在中で、一時滞在許可（ITAS）ま

たは定住許可（ITAP）の有効期限が切れ、現在 ITKT によりインドネシア国内に滞在

中の外国人のうち、ITAS または ITAP の延長を行うことが出来なかった外国人（日本

人を含む）は、（下記Ｂの手続により査証を取得しない限り、）同回章が効力を発する

７月１３日から３０日以内に出国する義務がある。 



 Ｂ これに該当する外国人は、ビザオンライン（Visa Online）・アプリを通じてテ

レックス訪問査証又はテレックス一時滞在査証（以下、テレックス査証）を入管総局

に申請できる。テレックス査証を取得した外国人は、インドネシアを出国せず、在外

インドネシア公館に査証申請せずに、ITKまたは ITASを申請できる。 

（２）査証免除（BVK）等で入国した外国人 

 ア ７月１０日付回章では、査証免除（BVK）で入国し、査証免除の有効期限が切れ、

現在 ITKT でインドネシア国内に滞在中の外国人（日本人を含む）は、下記イの手続

により査証を取得しない限り、）同回章が効力を発する７月１３日から３０日以内に

インドネシアから出国する義務がある。 

 イ これに該当する外国人及びクルービザ保持者は、ビザオンライン・アプリを通

じてテレックス査証を入管総局に申請できる。テレックス査証を取得した外国人は、

インドネシアを出国せず、在外インドネシア公館に査証申請せずに、ITKまたは ITAS

を申請できる。  

（３）現在インドネシア国内に所在し、テレックス査証を保持する外国人に対する滞

在許可の付与 

 ア ２０１９年１２月１日以降、インドネシア国内滞在中で、テレックス査証を既

に所持している外国人は、インドネシアを出国せず、在外インドネシア公館に査証申

請せずに、ITKまたは ITASを申請できる。 

 イ ２０１９年１２月１日からこの追加説明発出までの間に発行されたテレックス

査証を所持する者は、ITKまたは ITAS申請日に基づいて滞在許可が付与される。この

追加説明発出後に発行されたテレックス査証を所持する者は、テレックス査証発行日

に基づいて滞在許可が付与される。 

  

３．この追加説明の具体的な運用等については、不明な点が多いため、詳細はインド

ネシア法務人権省入国管理総局または入国管理事務所にお問い合わせください（入国

管理総局オンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service：0821-

1430-9957）。 

  

４．状況の推移に伴い、インドネシア政府は、インドネシア出入国に関する制度やそ

の運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります。当館と

しては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様にお

かれても最新の関連情報の入手に努めて下さい。 


